
更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
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分類 措置の概要（対応策）
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移動式設備
により製造し
た硝安油剤
爆薬の火薬
庫への貯蔵
について

【提案の具体的内容】
　移動式製造設備にて製造された硝安油剤爆薬の火薬庫への入庫を可とすべきである。

【提案理由】
　火薬類取締法施行規則第5条の2第1号において、移動式設備による硝安油剤爆薬の製造量は、1
日の最大製造量が1日の消費見込み数量以下であることと定められている。
　鉱山で横孔穿孔の発破を行う場合は、発破孔へ直接装薬できないため、移動式製造設備で製造し
た爆薬を一旦収納袋へ収め、発破箇所へ運搬し別途装填する必要がある。しかし、装薬中に急な気
象変化等の影響で袋へ収めた爆薬を当日装薬できなくなるケースもあり、この場合、火薬庫に貯蔵
し、翌日以降で消費することとなる。また、前日に製造した硝安油剤爆薬を火薬庫に貯蔵することが
できれば、横孔穿孔の発破と縦孔穿孔の発破の装薬作業を同時に行うことが可能となり、装薬作業
の時間短縮に繋がり、作業者の負担軽減、安全性の向上にも寄与する。
　また、鉱山保安法施行規則第13条第5号に規定する「紛失を防止するための措置」として、原子力
安全・保安院（当時）が定めた内規「鉱業権者が講ずべき措置事例」では、移動式製造設備における
措置で「１作業日終了後残余の硝安油剤爆薬は、速やかに火薬庫又は火薬類取扱所へ移動する」と
あり、製造数量が消費数量を上回ること、ならびに残余爆薬の火薬庫・火薬類取扱所への移動を認
めている。前述した現場での作業状況に対応した方向で火薬類取締法も規制緩和を求めたい。
　要望が実現した場合には、装薬作業の時間短縮に繋がり、安全性の向上、作業者の負担軽減、に
も寄与する。また、火薬類取締法と鉱山保安法の矛盾も解消される。
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　火薬類を製造しようとする者は、火薬類取締法（以下「法」という。）第
3条の規定に基づき、経済産業大臣（一部については都道府県知事）
から許可を受ける必要があります。
　製造許可の基準は、法第7条に規定されており、火薬類の製造施設
及び製造方法が経済産業省令で定める技術基準に適合しており、か
つ、製造を適確に行う能力があり、公共の安全の維持又は災害の発生
の防止に支障のないものであることが必要です。
　移動式製造設備とは、安定度が高いものとして経済産業大臣が告示
で定める特定硝酸アンモニウム系爆薬（以下「爆薬」という。）を製造す
るための設備であって、地盤面に対して移動することができるものをい
います。
　移動式製造設備を用いた製造方法に係る技術基準は、火薬類取締
法施行規則第5条の2（以下「規則」という。）に定められており、規則第5
条の2第1項第1号により、1日に製造する最大製造数量は1日の消費見
込量以下と定められています。
　この規制は、製造設備には概ね1日に危険なく製造し得る能力の限
度があること、また、移動式製造設備は消費に必要な量を消費現場で
製造するものであるから、1日での消費見込量以下で安全に製造し得
る最大数量をあらかじめはっきり定めておいて、この限度を超えて作業
しないことにより、火薬類による災害発生及び被害拡大を防止しようと
するものであり、必要な規制と考えています。
　なお、規則第5条の2第1項第19号により、原則として毎日の製造及び
消費作業終了後、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備に爆薬
を存置させないこと、ただしやむを得ず存置する場合は、必要に応じて
安全な措置を講じた後に、見張りを行う等の盗難防止の措置を講じな
ければならないことと定められており、ご提案のように、天候不良等の
後発的事情変更により製造後やむを得ず発破を延期する場合には、
安全措置及び盗難防止措置を講じた上で、移動式製造設備用工室及
び移動式製造設備に爆薬を存置することが認められています。

火薬類取締法
（火薬類取締法
施行規則第5条
の2第19号）

現行制度
下で対応
可能

　天候不良等の後発的事情変更により製造後やむを得ず発破を延期する場合には、規則第5
条の2第1項第19号の規定により、安全措置及び盗難防止措置を講じた上で、移動式製造設備
用工室及び移動式製造設備に爆薬を存置することが望ましいですが、ご提案のように移動式
製造設備で製造した爆薬を火薬庫で貯蔵することは禁止されていないため、あらかじめ許可を
受けた製造方法等により容器包装に収納した爆薬を火薬庫に貯蔵することを妨げるものでは
ありません。
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移動式製造
設備における
ディーゼル車
の基準緩和
について

【提案の具体的内容】
　移動式製造設備のディーゼル車の基準について、燃料を二号軽油と限定せずに、引火点50度以上
の軽油とすべきである。

【提案理由】
　火薬類取締法（告示第302号第5条）において、移動式製造設備のディーゼル車の基準として、「機
関は、二号軽油を燃料とするディーゼル機関とすること」とされている。
　しかし、燃料については二号軽油を使用することとしているが、寒冷地で冬季に燃料が分離・凝結
し、車両としての機能を果たせず、却って安全性を損なうこととなる。また、寒冷地では冬季の二号軽
油の入手が難しく、実際は、特例で「二号軽油と同等以上の品質の軽油」の使用が認められ、二号軽
油以外の軽油（引火点50度以上
の三号軽油等）を利用している。
　本要望が実現した場合には、燃料は、寒冷地でも入手可能な三号軽油等の利用が可能となり、実
情に沿った規制に見直されることとなる。
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　火薬類を製造しようとする者は、火薬類取締法（以下「法」という。）第
3条の規定に基づき、経済産業大臣（一部については都道府県知事）
から許可を受ける必要があります。
　製造許可の基準は、法第7条に規定されており、火薬類の製造施設
及び製造方法が経済産業省令で定める技術基準に適合しており、か
つ、製造を適確に行う能力があり、公共の安全の維持又は災害の発生
の防止に支障のないものであることが必要です。
　移動式製造設備とは、安定度が高いものとして経済産業大臣が告示
で定める特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造するための設備であっ
て、地盤面に対して移動することができるものをいいます。
　移動式製造設備の構造等に係る技術基準は、火薬類取締法施行規
則第4条の2（以下「規則」という。）に定められており、移動手段は、規
則第1項第18号の規定によりディーゼル車に限定されています。また、
ディーゼル車の機関は、経済産業大臣が平成11年通商産業省告示第
302号（以下「通告第302号」という。）第5条第4号により、二号軽油を燃
料とするディーゼル機関に限定されています。
　これらの規制は、移動手段として、引火点の低い燃料を使用するガソ
リン車及び高圧電気を使用する蓄電池車を禁止し、引火点の高い二号
軽油（50℃以上）を燃料とするディーゼル車に限定することにより、移動
手段の動力又は燃料を原因とする火薬類の発火又は爆発を防止しよう
とするものであり、必要な規制と考えています。

火薬類取締法
（告示第302号第
5条）

検討を予
定

　経済産業省では、平成27年3月以降、産業保安のスマート化と称し、火薬類取締法の技術基
準等の見直しを実施しているところであり、移動式製造設備については、平成28年度内に技術
基準等の見直しに着手するとともに、その方向性について結論を得たいと考えています。
　本要望についても、その取組みの一環として、技術基準等の見直しを検討することといたしま
す。
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更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項
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第三種電気
主任技術者
の取扱電圧
上限の引上
げ

【提案の具体的内容】
　第三種電気主任技術者が取り扱うことのできる電圧の上限を、需要設備については70kV未満とす
るべきである。

【提案理由】
　電気設備を設けている事業者は工事・保守や運用などの保安の監督者として、電気主任技術者を
選任しなければならないことが電気事業法で義務づけられている。特に2,000kW以上の設備を設置す
る場合には、原則として専任の電気主任技術者を置くことが求められる。
　電気主任技術者は、取り扱うことのできる電圧ごとに第一種から第三種までの3種類に分かれてお
り、第三種電気主任技術者は50kV未満の電圧を取り扱うことができる。第三種主任技術者資格保有
者は多くいるが、第二種・第一種資格保有者は極端に少ないのが現状である。
　他方、都内の大規模業務ビルの多くは、22kVもしくは66kVでの受電を採用している。採用数の多い
66kV受電のビルについて、層の厚い第三種資格保有者では管理できないことから、電気主任技術者
の不足が発生している。
　2014年度に「規制改革ホットライン」に寄せられた、第三種電気主任技術者の取扱電圧引上げの要
望に対して、政府は、「5万Vを超える電気設備に関しては、事故の際に一万戸を超える停電をもたら
す波及事故を引き起こす可能性があることから、その維持管理にあたり、より高い技術及び知識が求
められます」との理由で対応を見送った。需要設備については、このような波及事故の危険性は認め
られないため、需要設備に限れば、第三種電気主任技術者の取扱電圧を引き上げることは可能だと
考える。
　第三種電気主任技術者が70kVまでの電圧を取り扱えるようになれば、保安に携わる人員にゆとり
が生じるとともに、大型ビル開発の阻害要因のひとつが緩和され、経済の活性化を後押しすることが
できる。
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第三種電気主任技術者が保安の監督を行うことができるのは、電圧５
万Ｖ未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用のみとされていま
す。

電気事業法施行
規則第五十六条

対応不可

　電気設備においては、電圧階級が上がるに伴い、リスクも増えるため、現行の電気主任技術
者制度については、需要設備も含め、電圧階級ごとに免状の種類を設定しております。
　５万Ｖを超える電気設備については、需要設備であっても、漏電による事故を起こした場合な
ど、他の設備と同様に、事故の際に数万世帯に及ぶ停電をもたらす波及事故を引き起こす可
能性があることから、技術及び知識のレベルが高い技術者が維持管理を行う必要があるため、
相応の専門性を持つ第２種電気主任技術者による保安監督が行われるべきだと考えます。
　なお、第３種電気主任技術者免状の交付を受けた後、１万Ｖ以上の電気工作物の工事、維持
及び運用について５年以上の実務経験を有していれば、第２種電気主任技術者免状の交付を
受けることが可能であるため、第３種電気主任技術者の方に現行の当該制度を活用していた
だくことで、第２種電気主任技術者の免状取得者の選任を容易に行っていただけるようになる
と考えます。

　

対応不可

リプレースであってもその後長期間に渡り環境への負荷を与える施設であることに変わりはな
く、事業として対象とする時点においては著しい環境影響が発生するおそれがあり、このような
ことがないように対応できるか否かも含めて環境影響において確認することが必要と考えま
す。
なお、これまでに、火力発電所のリプレースに係る配慮書において「重大な影響を受けるおそ
れがある環境要素」がないとした事例はありません。
また、「火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドライン」（平成
25年３月改訂環境省。以下「ガイドライン」という。）は、アセス手法の合理化の基本的な考え方
を示したものであり、個々の事業や地域の特性に応じた独自の調査・予測手法を提案し、採用
することを妨げるものではありません。さらに、個々の事業や地域の特性により詳細な環境影
響評価を実施する必要があると判断された項目については、必要な調査を実施すること等が
必要です。そのため、ガイドラインは方法書手続を省略するものではありません。
したがって、「今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）」（平成22年２月22日中央環
境審議会）においても、「ベスト追求型の観点も踏まえ、方法書における評価項目の絞り込みを
通じた環境影響評価に要する期間の短縮等、弾力的な運用で対応することが必要」とされたこ
とを踏まえ、単に配慮書・方法書手続を省略することは適切ではなく、運用上の取組によって、
最大限期間を短縮することで対応します。具体的には、火力発電所のリプレースのうち、最新
設備への更新により温室効果ガス・大気汚染物質・水質汚濁物質の排出量及び温排水排出熱
量の低減が図られ、かつ、対象事業実施区域が既存の発電所の敷地内に限定されるなど、土
地改変等による環境影響が限定的となり得る事業については、ガイドラインを活用することで、
調査・予測・評価に係る期間を１年程度短縮することが可能です。また、国の審査期間を短縮し
たり、自治体にも審査期間の短縮を求めることとしており、国の審査期間については、既に各
案件で可能な限りの迅速化を図り、実際に迅速化の対象となった手続については、概ね迅速
化が達成されています。このように規制改革実施計画等を踏まえた取組を着実に行っており、
事業者・国・自治体が一体となって取り組むことにより、これまで３年程度要していた手続を最
大１年強まで短縮することとしています。
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火力発電所を
リプレースす
る場合の環境
影響評価手
続の合理化

【提案の具体的内容】
　環境負荷を低減させるような火力発電所のリプレースについて、環境影響評価手続を準備書以降
から審査できるよう、アセス制度を見直すべきである。

【提案理由】
　環境影響評価法施行令第1条の別表第1の五ヘにおいて、環境影響評価の対象となる火力発電所
工事（新設を伴う変更）は、「第一種事業で15万kW以上、第二種事業で11.25万kW以上15万kW未満」
と定められている。
　また、環境負荷が減少する火力発電所リプレース（以降、改善リプレース）については、「火力発電
所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドライン」（平成24年3月、平成25年3月
改訂、環境省）等を通じて、最大限の運用改善により現行制度下で手続期間を短縮することとされて
いる。
　改善リプレースについては、以下の理由により、配慮書・方法書手続きを行う意義が乏しい。
(1)配慮書手続：改善リプレースについては、計画段階配慮の対象となる「重大な影響を受けるおそれ
がある環境要素」（発電所アセス省令第5条）は想定されない。
(2)方法書手続：上記ガイドラインにおいて、改善リプレースの際の調査・予測手法が明らかにされて
いる。
　環境省回答（H26.12.16）にあるように「リプレースであっても長期間に渡り環境への負荷を与えるこ
とには変わりはない」としても、リプレース後についても既設発電所と同様に十全な環境配慮が確保
されているか否かは、準備書段階における「環境の保全のための措置」（環境影響評価法第14条第1
項第7号ロ）の検討等を通じて確認可能である。工事に伴う環境影響についても、同様に準備書以降
の手続で確認可能である。
　なお、地域住民、専門家等において所有されている環境情報の収集（意見聴取）についても、改善
リプレースであれば、複数回（手続の段階毎）行う必要はないものと考えられる。
　したがって、改善リプレースについては、配慮書、方法書手続を省略し、準備書以降の手続のみと
するよう、制度を見直すべきである。
　準備書段階からの手続となれば、国・自治体・事業者が一体となった迅速化の取組みにより最大1
年強まで短縮するとされているアセス手続期間が、更に半年強まで、大幅に短縮されることが見込ま
れる。それによって、事業者が新設に比べ事業の予見可能性が高い改善リプレースをより積極的に
選択するようになり、古い発電所の更新が促進され、結果、地域環境の改善につながるとともに、発
電所からの温室効果ガス排出量削減を通じて、本年7月に国連に登録された約束草案の実現にも資
すると考えられる。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省
環境省

出力が15万kW以上である発電設備の新設を伴う火力発電所の変更
（リプレース）の工事の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあ
らかじめ環境に及ぼす影響について調査・予測・評価及び環境保全措
置の検討を行うとともに、一般・関係自治体・国への意見聴取等の手続
を行うこととしています。

環境影響評価法
第２条
環境影響評価法
施行令別表第１
－五－ヘ



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

280615007
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

電気事業法
における「ダ
ム」の定義の
見直し

【提案の具体的内容】
　発電用として河川の流水を貯留又は取水するための土木工作物のうち、堤高が一定の高さに満た
ないものについては、電気事業法において「ダム」として取り扱わないこととすべきである。

【提案理由】
　2012年12月に、ダムの定義を明確化する目的で経済産業省が公表した「電気事業法における『ダ
ム』の取扱いについて」において、「電気事業法における『ダム』は、発電用として河川の流水を貯留
又は取水するための土木工作物のことをいい、堤高は問いません」と定義されている。すなわち、現
行の規制の下では、発電用の取水を目的とする場合、河川に1cmの堰を設置した場合でもダムとして
扱われることになる。
　ダムを伴う発電設備は、電気事業法施行規則第52条第1項表第1号でダム水路主任技術者の選任
を要しないとされる小型の水力発電所として認められないため、ダム水路主任技術者の選任が必要
となる。
　河川から取水を行うほとんどの小規模水力発電所は、低いものではあっても堰を設けており、最大
出力200kW未満かつ最大使用水量1立方メートル毎秒未満であっても、ダム水路主任技術者の選任
を余儀なくされている。人材不足の状況にあるダム水路主任技術者の選任が、小規模水力発電普及
の障害となっている。
　河川法で「ダム」と定義される堤高15mを超えない範囲では、農業用水路への取水堰をはじめ、河
川に設置してある取水堰は基本的に特別な資格者を置かずに管理運用されている。発電用取水の
ための取水堰についても、15m を超えない範囲で、一定の堤高に満たないものについては、ダム水
路主任技術者を不要としても、保安上の問題は生じないと考えられる。
　本要望の実現により、一定の堤高以下の取水堰を用いて河川から取水する、最大出力200ｋW未満
かつ最大使用水量１立方メートル毎秒未満の小規模水力発電所について、ダム水路主任技術者の
選任が不要となることで、ダム水路主任技術者の人材不足によって、小規模水力発電所の設置が断
念される事態を改善することができる。
　小規模水力発電所の立地が進むことは、CO2を排出しない安定電源が増加することを意味してお
り、電力の安定供給と温暖化対策にも資すると考える。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

ダムを設置する水力発電設備においては、すべてダム水路主任技術
者を選任することをもとめています。

電気事業法施行
規則第五十二条
第一項

現行制度
下で対応
可能

　高さ１５メートル未満のダムであっても、ダムが損壊等した場合、下流へ重大な影響を及ぼす
ものであることから、ダムを設置する場合はその高さにかかわらず、公共安全の観点から、保
安監督の責任者としてダム水路主任技術者の選任が不可欠だと考えています。
　その上で、２,０００ｋＷ未満かつダム高さ１５ｍ未満の小規模な発電所の場合には、ダム水路
主任技術者について、外部の免状保有者へ委託すること（2014年9月）や、免状を持たない者で
あっても短期間の講習受講により選任することを可能とする制度（2016年3月）を措置していま
す。このような規制見直しにより、ダム水路主任技術者の選任が行いやすくなり、小水力発電
所の設置のための制約が相当小さくなっているところです。引き続き、これらの制度を活用しな
がら小水力発電設備の普及拡大が行われるものと考えます。

　

280615008
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

第三種電気
主任技術者
試験を再受験
する際の合格
科目の取扱
い変更

【提案の具体的内容】
　第三種電気主任技術者試験において、一度合格した科目については、合格した年の初めから5年
以内に再度試験を受ける場合には、その科目の再受験を免除することとすべきである。

【提案理由】
　現在、第三種電気主任技術者試験において、一度合格した科目については、合格した年の初めか
ら3年以内に再度試験を受ける場合には、その科目の受験を免除することとされている。
　過去10年間を見ると、毎年4万人～5万人弱が第三種電気主任技術者試験の受験申込をしている
中で、合格者は3,000～4,000人と10％にも満たない。合格者数は平成12年度に6,703人、平成18年度
4,416人、平成26年度4,102人と、年々減少する傾向にある。
　他方、科目合格者数は、毎年14,000人前後である。
　電気主任技術者免状の交付者数が上記のように年々減少する一方で、自家用電気工作物の設置
件数は、選任の事業場、外部委託の事業場ともに増加傾向にある。さらに、外部委託の事業場に従
事する電気主任技術者の内訳を見ると、20～30歳代の若手は2割にも満たず、50歳以上が約2/3を
占めている。わが国の就業者の年齢構成と比較してなお、高齢化が進んでいる状態にあり、若い電
気主任技術者を養成し技術を引き継ぐことが難しくなりつつある。
　免状交付者数の減少と高齢化の進展、自家用電気工作物の増加を踏まえれば、今後電気主任技
術者が人員不足に陥る事が予測される。そうした中、合格科目の再受験免除期間を3年から5年に延
長することで、再受験意欲を掻き立て、免状交付者数を増大させることができる。それにより、将来的
な電気保安業務従事者の不足が避けられ、長期的には電気設備の事故率低下に大きく寄与するこ
とが期待できる。
　なお、電気主任技術者試験は、電気設備全般に関する極めて専門性の高い知識を要求される試験
であるが、一度免状交付を受けた後の定期的な再試験・講習等は義務付けられていない。このような
制度下で問題なく実務が行えていることから、一度習得した知識については、日常の業務等を通じて
反復的に確認することができているといえる。そのため、再試験免除期間を2年間延長しても、合格済
みの科目に関する知識を失ってしまう可能性は低く、合格者の質が低下する懸念は小さいと考えられ
る。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

第三種電気主任技術者の試験の一部の科目に合格した場合、３年以
内に再度受験する場合にはその科目の受験を免除することとしていま
す。

電気事業法の規
定に基づく主任
技術者の資格等
に関する省令第
七条の二

その他

　電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督者であり、監督
する範囲は広範であり、専門性の高い知識が必要となるため、同時期に広範な知識を総合的
に保有していること免状発行の条件とする制度としています。
　ご指摘を踏まえ、合格科目の再受験免除期間を延長した際に、合格者のレベルの低下が起
こらないことをお示しいただければ、電気主任技術者の養成、今後の保安水準の向上に資する
かどうかを見極めた上で、必要な検討を行いたいと考えています。

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

280615009
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

第一種電気
工事士免状
交付にかかる
必要実務経
験期間の短
縮

【提案の具体的内容】
　第一種電気工事士試験合格者が免状を取得する為に必要な実務経験年数について、現行より1年
短縮し、定められた課程を修めて卒業した者にあっては2年以上、それ以外の者にあっては4年以上
とするべきである。

【提案理由】
　現在、第一種電気工事士試験合格者の免状取得要件として必要な実務経験年数について、大学・
短大または高等専門学校において定められた課程を修めて卒業した者にあっては3年以上、それ以
外の者にあっては5年以上とされている。
　第一種電気工事士試験の受験者数は足元で増加傾向にあるが、依然として需要を満たすだけの
人員が確保できない状況が続いている。また、電気工事業勤務者及び電力会社勤務者は減少して
いる。人員が不足している第一種電気工事士免状取得者を増加させる観点から、必要実務経験年数
を短縮し、受験意欲を高めることが望まれる。
　必要実務経験年数が短縮されれば、第一種電気工事士免状取得者の増加によって、より安定した
実務が可能となるうえ、受験意欲の向上により試験内容に習熟した実務者が増加することを通じて、
電気工事業全体の技術力の向上がもたらされると考えられる。加えて、電気工事業の間口が広がる
ことで、長期的に見た場合の人材確保にも資する。
　なお、第一種電気工事士試験合格者は、認定講習を受講せずに、産業保安監督部への申請のみ
によって認定電気工事従事者の認定を受けることができる。こうした制度が問題なく運用されている
ことから、第一種電気工事士試験合格者は、5年の実務経験がなくても十分実務に従事できるだけの
技能を有しているといえる。
　また、認定電気工事従事者では従事できない高圧の電気工事は、基本的に電気主任技術者の監
督のもとで行われる。そのため、実務にあたる第一種電気工事士の実務経験期間を１年間短縮して
も、直ちに電気工事の品質が低下するとは考えにくい。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

第１種電気工事士の免状交付を受けるためには、試験の合格と一定の
実務経験を求めています。実務経験年数は、大学や専門学校等の電
気工学の課程を修了している場合は3年、そうでない場合は5年と定め
られています。

電気工事士法施
行規則第二条の
四

その他

　第１種電気工事士が行う電気工事は、設備が複雑で、大型であり、高電圧（6,000V以上）を取
り扱うため危険度が高いこともあり、電気工事に関する熟練した施工技術、臨機応変な対応力
などの技能の習得に５年程度を要することから、現在の規定が設けられています。
　また、ここ数十年にわたって、基本的な電気工事の内容や必要な技術的レベルは変化してい
ないと考えているところです。
　他方で、年間一人あたりの作業実績、受注実績が増加しているなど、同等の実務経験をより
短期間で確保できることをお示しいただければ、ご提案をいただいたような実務経験期間の短
縮について、必要な検討を行いたいと考えています。
　なお、認定電気工事従事者が行うことができる作業は、電線路を除く600V以下で使用する電
気工作物に限定されており、第一種電気工事士が行うことのできる作業の一部のみであるた
め、認定電気工事従事者に対して実務経験や講習が義務づけていないにも関わらず、大きな
問題がなく制度が運用されていることが、第一種電気工事士試験合格者の実務経験を短くする
根拠とはならないと考えます。

　

280615010
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

簡易受電設
備の保守条
件（点検頻
度・受託件数
上限）の緩和

【提案の具体的内容】
　平成15年経済産業省告示第249号（平成15年7月1日、平成26年5月30日改正、電気事業法施行規
則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定
方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示）第1条第2項に規定される簡易受電設備につ
いて、同告示第4条第7号の対象として追加することを通じて、保守点検間隔の緩和と換算係数の引
き下げを行うべきである。

【提案理由】
　平成15年経済産業省告示第249号（平成15年7月1日、平成26年5月30日改正、電気事業法施行規
則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定
方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示）第1条第2項において、設備容量300kVA以
下・キュービクル式・PF-S型の3条件を満たす簡易受電設備については、保安管理業務を受託する者
の実務経験要件を1年減ずることができるとされている。
　他方、保安管理業務受託時の点検頻度および保安管理業務受託件数の上限を定める換算係数に
ついては、簡易受電設備も、CB型受電設備等のより複雑な構造を持つ設備と同等の規制を受けてい
る。
　上記告示第1条第2項に規定される簡易受電設備は、設備機器類や構造が極めて単純であるた
め、測定点検の難易度・作業工程数がCB型受電設備に比べて明らかに小さい。また安価な機器が
多く、交換頻度も高いため、設備の信頼性も高いと評価できる。したがって、点検頻度と受託可能件
数につき、規制を緩和しても、大きな問題は生じないものと考えられる。
　簡易受電設備を告示第4条第7号に追加することにより、同設備については点検頻度を隔月1回以
上とすることができる。同時に、第3条第2項第9号の規定により、換算係数の値の引き下げが実現さ
れる。
　これら2点の規制緩和により、安全性を損なうことなく保安管理業務受託の幅が広がることで、慢性
的な外部委託の主任技術者不足の解消、ひいては保安管理業務外部委託制度の持続性の向上が
期待できる。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

設備容量300kVA以下、かつ、キュービクル式、かつ、PF-S型の受電設
備の保守管理業務を、個人事業主に対して外部委託する際には、その
他の設備よりも、必要な実務経験年数を１年減ずることができることと
している。

平成十五年経済
産業省告示第二
百四十九号第一
条第二号

対応不可

　ご提案の簡易受電設備については、保守管理の難易度が比較的低いことから、保安管理業
務を受託する者の実務経験年数の緩和を行っているところです。
　一方で、保守管理に高度な技術を要しないことと、保安を確保するために点検を行う頻度は
関係がないため、点検頻度と換算件数を引き下げる根拠にはならないと考えます。

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

280615012
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

小規模高圧
需要設備の
保安管理業
務受託条件
の公平化

【提案の具体的内容】
　小規模高圧需要設備の点検頻度は、登録点検業務受託法人だけではなく、その他の保安業務従
事者等が保守管理業務を受託する場合についても、年2回以上であればよいこととすべきである。

【提案理由】
　平成15年経済産業省告示第249号（平成15年7月1日、平成26年5月30日改正、電気事業法施行規
則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定
方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示）第4条第6号は、小規模高圧需要設備の点検
頻度について、電気事業法施行規則第96条第1号ロに規定される登録点検業務受託法人が保守管
理業務を受託しているものは毎年2回以上、その他の法人または個人が受託しているものは毎年4回
以上と定めている。
　登録点検業務受託法人は、電気事業法施行規則第96条第1号ロにおいて、「一般用電気工作物の
点検の業務を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督
部長の登録を受けた法人」と規定されている。他方、小規模高圧需要設備は自家用電気工作物に分
類される。したがって、登録点検業務受託法人についてのみ低い点検頻度を認めることは不合理で
ある。
　これまで、自家用電気工作物の保安管理に関しては他の保安業務従事者等と何ら違いのない登録
点検業務受託法人が毎年2回の頻度で点検を行ってきており、大きな問題を生じていないことから、
全ての保安業務従事者等について、点検頻度を毎年2回以上と改めても、直ちに問題が生じることは
ないと考えられる。
　全ての保安業務従事者等について、小規模高圧需要設備の点検頻度が毎年2回以上と統一される
ことで、登録点検業務受託法人が競争上不当に優遇される現行制度の歪みを是正し、健全な市場の
発展を促進することができる。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

通常は、小規模高圧需要設備について、年４回の点検を求めています
が、登録点検業務受託法人が点検業務を実施している場合に限り、こ
れに加えて年２回の点検を行えば十分であるとしています。

平成十五年経済
産業省告示第二
百四十九号第四
条

事実誤認

小規模高圧受電設備の電気主任技術者を外部委託している場合には、主任技術者による点
検を年4回求めていますが、登録点検業務受託法人が点検業務を実施している場合には、これ
を年2回の点検相当と見なし、主任技術者による点検は年2回のみ行えば良いこととしているも
のです。登録点検業務受託法人が特段に優遇されている事実はございません。

　

280615011
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

保安管理業
務受託者が
有するべき機
械器具の要
件緩和

【提案の具体的内容】
　自家用電気工作物の保安管理業務を外部から受託する事業者が有していなければならない機械
器具のうち、騒音計・振動計・回転計については、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必
要な場合に使用し得る措置を講じていれば足りることとすべきである。

【提案理由】
　自家用電気工作物の保安管理業務を受託する事業者は、平成15年経済産業省告示第249号（平
成15年7月1日、平成26年5月30日改正、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及
び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に
関する告示）第2条に規定される機械器具を有していなければならないと定められている。
　この機械器具には、騒音計・振動計・回転計の3点が含まれており、保安業務を請け負う各事業者
は、事業所（営業所等）ごとに1つといった形でこれらを所有することにより規定を遵守している。
　他方、騒音計・振動計・回転計の3点は、実務上ほとんど使用されていないのが実情である。いずれ
も内燃力発電所の点検以外では使用が想定されていないことに加え、使用シーンが極めて限定的で
あるためである。
　騒音計の使用シーンとして想定されるのは、実務上のガイドラインとなっている「自家用電気工作物
保安管理規程」（日本電気協会）に従えば、点検の対象が「騒音規制法第2条第1項に規定する特定
施設を設置」し、かつ「同法第3条第1項に規定する指定地域内に存する」場合に限られる。こうした点
検対象は非常に稀である。
　振動計の使用シーンについても、騒音計と同様、「自家用電気工作物保安管理規程」において、「振
動規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置」し、かつ「同法第3条第1項に規定する指定地域内
に存する」点検対象に限られているため、極めて少数に留まる。
　回転計については、内燃力発電所の発電設備のほぼ全てに回転計が組み込まれていることから、
もっぱら組み込みの回転計を用いた回転数の測定がなされているのが実情である。
　以上のように騒音計・振動計･回転計については、使用頻度が極めて低いことから、継電器試験装
置や絶縁耐力試験装置と同様に、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使
用し得る措置を講じていれば十分であるとすべきである。
　これら機械器具について、事業所ごとではなく、企業ごと、ないしは産業保安監督部の管轄範囲ご
とに1つの所持でよいこととなれば、余分な経費（機器購入費・機器メンテナンス費）の削減となり、設
置者の負担と点検料金の削減が期待できる。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

保守管理業務を行う事業場に必要な機械器具を備え付けていれば、保
守管理業務の受託をする事業者が保有することを求めないこととして
いる。

平成十五年経済
産業省告示第二
百四十九号第二
条

事実誤認

　「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」（平成15年7月1日
経済産業省告示第249号）第二条ただし書きにより、保守管理業務を行う事業場に使用する機
械器具を備え付けていれば、保守管理業務を受託する事業者が自ら保有する必要がないこと
としています。組み込みの回転計を備えている場合もこの場合に当てはまり、他に保有する必
要はありません。また、当該機器については、個人による共同所持又は所属する電気保安法
人で点検に必要な台数を所持していることを証明すれば基本的に認めています。
　なお、ご指摘の騒音計・振動計･回転計については、太陽光、燃料電池、需要設備等におい
ては保有する必要がないこととしています。

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

280615014
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

ガスタービン
の定期安全
管理検査頻
度の緩和

【提案の具体的内容】
　現在、電気事業法において、発電設備に係るガスタービンは、出力1,000kW以上1万kW未満のもの
については3年に1度以上、1万kW以上のものについては2年に1度以上の頻度で、定期安全管理検
査を実施することが義務付けられている。これらのガスタービンのうち、当該設備を製造した者その
他の当該設備の構造及び性能に精通する者との契約により保守が実施されるものにあっては、出力
1,000kW以上1万kW未満のものについて6年に1度以上、出力1万kW以上のものについて4年に1度以
上に、点検頻度を緩和すべきである。

【提案理由】
　電気事業法施行規則第94条において、出力1,000kW以上の発電設備に係るガスタービンが定期安
全管理検査の対象と規定されている。その点検頻度は、同規則第94条の2において、出力1万kW未
満のものについて3年に1度以上、同1万kW以上のものについて2年に1度以上とされている。
　ガスタービン関連機器は、メーカーが推奨する定期的なメンテナンスに従い維持管理されているも
のが多い。そのため、必ずしも3年ないし2年に1度以上の頻度での点検を必須とせず、メーカー等に
よる適切な保守を前提に、出力1万kW未満のものについて4年に1度以上、同1万kW以上のものにつ
いて6年に1度以上程度の範囲で検査時期を選択できることとしても、直ちに保安水準が低下すると
は考えにくい。
　3年ないし2年に1度は必ず実施することとされている検査時期の柔軟性が増せば、発電設備の負
荷率や稼働率の増加が見込まれる。それによりガスタービンの経済性が向上すれば、CO2排出係数
の小さいガス火力発電の拡大を通じて、地球温暖化対策に貢献することが期待できる。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

出力1万kW未満のガスタービンについては、３年に一度以上、1万kW以
上のガスタービンについては２年に一度以上の定期事業者検査を求め
ています。

電気事業法施行
規則第九十四条
の二

検討を予
定

　経済産業省では現在、ご提案の方向性と同様に、定期事業者検査の時期を延長した実績が
あって、計画外停止件数等に有意な差がないことを確認した設備の中で、日常点検の体制等
が十分に取られている場合については、定期事業者検査の時期を延長するよう制度の見直し
を検討しているところです。
　現在検討中である安全管理検査制度の見直しに伴い、登録安全管理審査機関による審査結
果を踏まえ、十分な検査体制がとられている事業者に対する優遇措置の見直しを検討していく
予定です。

　

280630026
28年

5月11日
28年

6月8日
28年

6月30日

人材不足が
深刻な中小企
業が新卒者を
採用しやすく
なるよう、中
小企業に限り
インターン
シップを通じ
た人材採用を
認めること

【要望内容】
中小企業に限り、インターンシップを通じた人材採用を認めること

【理由】
中小企業は、人材採用において、大企業と比べ不利な環境にあることから、深刻な人材不足に陥っ
ている。加えて、新卒採用後３年間の離職率は中小企業で４割、小規模事業者で５割を超えるなど、
人材のミスマッチも起こっている。インターンシップは自社に合った人材を発掘する有効な手段と考え
られるが、「人的負担が大きい」、「メリットがない」、「採用に直結しない」といった理由から、中小企業
では大企業と比べその取り組みが低調である。
そのため、文部科学省・厚生労働省・経済産業省が示す「インターンシップの推進に当たっての基本
的考え方」において示されている、「企業がインターンシップ等で取得した学生情報は広報活動・採用
選考活動に使用できない」について、中小企業に限っては対象外とするべきである。

日本商
工会議
所

文部科
学省
厚生労
働省
経済産
業省

学生が学業に専念し、多様な経験ができる環境づくり等を進めるため、
就職・採用活動の日程（広報活動・採用選考活動開始時期等）が設定
されていることを踏まえ、「インターンシップの推進に当たっての基本的
考え方」において、広報活動・採用選考活動の開始後に行われるイン
ターンシップであり、あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含む
ことが示された場合でなければ、企業がインターンシップ等で取得した
学生情報は当該活動に使用できないとされています。

「インターンシップ
の推進に当たっ
ての基本的考え
方」（平成９年９月
文部科学省・厚
生労働省・経済
産業省作成、平
成27年12月一部
改正）

検討を予
定

適正なインターンシップを普及するため、教育界と産業界の参加を得てインターンシップの在り
方に関する議論の場を速やかに立ち上げ、下記の事項について、学生と企業のマッチング向
上という観点も含め調査・検討を行い、必要な措置を講じます。
ａ インターンシップに関する大学等・学生・企業のニーズ
ｂ 企業がインターンシップで取得した学生情報の取扱いの在り方
ｃ 中小企業が多様なインターンシップ・プログラムを有効かつ柔軟に活用できる方策の在り方

平成28年度中、可能な限り速やかに調査・検討を開始し、結論を得次第速やかに措置します。

その他

　小出力発電設備に係る規制に関し、発電方式固有のリスクについては、発電方式毎に個々
の発電設備の出力について制限値を設けることで、保安を確保しています。また、電気的なリ
スクについては、個々の発電設備の出力の合計値について制限値を設けることで、保安を確
保しています。
　内燃力発電設備をはじめとする火力発電設備は、燃料、高温・高圧の蒸気やガス、回転体の
リスクが存在することから、過去の実績及び設備のスペック等から、主任技術者による保守管
理を要さずとも安全性を確保できる小出力発電設備の出力は、10kW未満と判断してきたところ
です。
　本提案は、他の発電方式では同程度の出力で緩和されており、汎用品であって使用頻度も
少ないので主任技術者を選任しなくても直ちに安全性を低下しないというものですが、他の小
出力発電設備と同等の設備的な安全性が確保できることの技術的な根拠を示していただけれ
ば、安全性が低下しないか見極めた上で、必要な検討を行いたいと考えています。

　

【提案の具体的内容】
　災害による停電時に給油所での燃料供給を継続する目的で設置する非常用の内燃式火力発電設
備のうち、原動機により発電するものについては、一般用電気工作物にあたる小出力発電設備とみ
なす出力の上限を、現行の10kWから25kW程度にまで引き上げるべきである。

【提案理由】
　電気事業法では、非常用発電機を設置する際、内燃力を原動力とする火力発電機は、１台あたり
出力が10kW未満であれば小出力発電設備として一般用電気工作物（給油所等の小規模事業所の電
気設備が該当）の扱いとなるが、10kW以上の設備は事業用電気工作物に分類されるため、同法の
規定に基づき電気主任技術者の選任が必要になる。
　なお、小出力発電設備の容量基準は発電方式により異なり、太陽光は50kW未満、風力発電は
20kW未満等、内燃力式火力発電より大きな出力の設備が許容されている発電方式もある。
　東日本大震災以降、災害時の石油製品の安定供給確保策として、政府の補助事業や給油所の自
主的な取り組みにより、停電時の給油継続を目的とした給油所への非常用発電設備の導入が行わ
れている。経済産業省による「災害対応型中核給油所」の指定には「内燃式自家発電設備」の設置
が要件として定められている。
　本来、複数台の計量機（給油ポンプ）や夜間の照明の使用等、円滑な給油活動を行うため、非常用
発電設備には10kW以上の出力（25kW程度）が期待される。しかしながら、中小事業者による経営が
多い給油所では、非常用発電設備のために主任技術者を選任することは負担が大きく、10kW未満の
発電設備が選択される場合が多い。こうした給油所では、停電時の給油能力に制約が発生し、燃料
供給要請への迅速な対応に支障を来す懸念がある。
　出力25kW程度までの非常用発電設備が一般用電気工作物である小出力発電設備として認められ
れば、複数台の計量機や照明等を安定稼働できる容量の大きな非常用発電機の導入が進み、災害
時の緊急車両に対する円滑な給油が可能になる。また、救助・復興等の一般の需要にも早い段階か
ら応えていくことが可能となり、早期復旧に寄与することが期待できる。
　なお、内燃式発電設備の原動機は、発電機用に開発されたマイクロガスタービン等とは異なり、建
設機械、農業機械、舶用エンジン等、多岐に渡る機械の原動機として搭載されている汎用品である。
したがって、電気主任技術者の選任を要しない小出力発電設備の出力の上限を引き上げたとして
も、直ちに安全性が低下する懸念はないと考えられる。

(一社)日
本経済
団体連
合会

経済産
業省

内燃力発電設備については、10kW以下のものを一般用電気工作物と
しています。

電気事業法施行
規則第四十八条
第四項

280615013
27年

12月28日
28年

1月27日
28年

6月15日

災害時の燃
料供給に用い
る非常用内燃
式発電設備を
対象とした電
気事業法上
の小出力発
電設備の要
件緩和



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

280720012
28年

5月11日
28年

6月8日
28年

7月20日

中小企業の
知財活用を推
進するため、
特許料の減
免制度の対
象拡大等を図
ること

【要望内容】
ア．出願経験の乏しい中小企業の特許料金を１/４に減免
イ．特許料の減免制度の対象拡大
　　　・資本金３億円以下で、赤字あるいは設立10年未満の企業
　　　　→従業員300人以下の企業を一律対象に
ウ．実用新案、意匠、商標についても、特許料の減免制度と同様の制度を導入すること

【理由】
ヒト・モノ・カネ・情報など、さまざまな面で制約を抱える中小企業は知的財産を経営に結びつける取り
組みは不十分であり、中小企業の知財活用の後押しが求められる。そのため、米国のマイクロエン
ティティ制度を参考に、出願経験の乏しい中小企業については料金を１／４に減免するべきである。
また、国内および国際出願における特許料等の減免制度について、米国のスモールエンティティ制度
を参考に、300人以下の中小企業は一律に利用できるようにするべきである。
さらに、実用新案、意匠、商標についても、特許料の減免制度と同様の制度を導入するべきである。

（注）平成26年４月より、従業員20人以下の小規模事業者、設立10年未満の中小・ベンチャー企業に
対し、審査請求料、特許料（１～10年分）、国際出願手数料等が1/3に軽減されている。
（注）アメリカには従業員500人以下であれば特許料等が1/2になるスモールエンティティ制度、出願経
験の乏しい事業者については特許料等が1/4になるマイクロエンティティ制度がある。

日本商
工会議
所

経済産
業省

特許法関係法令において、資本金３億円以下で、非課税または設立１
０年未満の法人に対し、特許料及び審査請求料を１／２に軽減する措
置を規定しております。
また、産業競争力強化法関係法令において、従業員の数が２０人以下
または資本金３億円以下で設立後１０年未満の法人に対し、特許料及
び審査請求料を１／３に軽減する措置を規定しております。

特許法
特許法施行令
特許法等関係手
数料令
産業競争力強化
法
産業競争力強化
法施行令

その他

中小企業における知的財産権の活用の促進は重要であり、特許庁としては、全国に設置する
知財総合支援窓口の運営など、様々な施策を通じ中小企業の支援に取り組んでおります。さら
に、本年４月より、中小企業を含む制度利用者の負担軽減を図るために、特許及び商標関連
の料金の引下げを行ったところです。
一方で、料金の設定に際しては、産業財産権制度が、制度運営に係る全ての行政経費を出願
人からの料金収入で賄っていることにかんがみ、一部の出願人に対し料金優遇を措置すること
が、他の出願人の負担の増大を伴う構造となっている点にも十分に留意しつつ、その在り方に
ついて見極める必要があり、こうした観点とともに、料金引下げ後の出願動向や収支状況も踏
まえ、減免制度を含む料金体系の在り方について引き続き検討していきます。

280720013
28年

5月11日
28年

6月8日
28年

7月20日

模倣品の輸
入差止めの
申立書に添
付する特許庁
の判定書の
発行期間を短
縮化すること

【要望内容】
模倣品の輸入差止めの申立書に添付する特許庁の判定書の発行期間の短縮化

【理由】
模倣品の差止めには、輸入差止申立書制度が一定の効果があるが、特許庁の判定書を添付する
ケースにおいて、発行されるまでの期間が長いとの指摘がある。事業者の模倣品被害を一刻も早く
止めるため、その発行期間を短縮化する必要がある。

日本商
工会議
所

経済産
業省

　特許権者が他人の商品等について、それが自分の特許発明の技術
的範囲に属する（特許権を侵害する）ものであるかどうかを知りたい場
合等に、特許庁に対し、特許発明の技術的範囲について、中立・公正
な立場から判定を求めることができます（特許法第７１条第１項）。
　判定は審判とは異なり法的拘束力はありませんが、高度に専門的・
技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であるため、侵害事件にお
いて侵害または非侵害を主張する時、ライセンス交渉時、税関への輸
入差止申立時等に利用されています。
　このため判定書には高い信頼性が求められるところ、判定は３名の
審判官で構成される合議体によって行われ（特許法第７１条第２項）、
原則として、請求人のみならず、被請求人にも意見提出の機会を与え
（特許法第７１条第３項で準用する特許法第１３４条）、請求人及び被請
求人の両者の主張に基づき審理が行われ、また、必要に応じて、審判
廷で口頭審理が行われる（特許法第７１条第３項で準用する特許法第
１４５条～第１４７条）など、他の特許審判に準じた手続をとっています。

特許法
実用新案法
意匠法
商標法

その他

判定については、ご指摘のとおり早期に結論を出すことが重要と認識し、模倣品の輸入差止め
の申請が提出された場合には、拒絶査定不服審判事件等の審判事件よりも先に審理を行うよ
うにしております。一方、判定請求人の主張にのみ基づいてなされた判定では、公平・適正に
信頼性の高い結果を出すことが難しく、原則として相手方にも反論の機会を与える応答期間等
を設けているために、一定程度の審理期間は必要となりますが、応答後速やかに合議体によ
る審理を実施すること等により、極力早期に判定書を作成できるよう努めてまいります。
　なお、特許拒絶査定不服審判の平均審理期間は１２ヶ月でしたが、特許・実用新案の判定の
平均審理期間は、４．９ヶ月となっております。（平成２７年度実績）

280720015
28年

5月11日
28年

6月8日
28年

7月20日

商工業者の
農業参入を後
押しする「国
家戦略特別
区域農業保
証制度」を全
国展開するこ
と

【要望内容】
「国家戦略特別区域農業保証制度」の全国展開

【理由】
近年、商工業者が農業に参入し、生産から加工、販売までを一貫して行うといったケースが増えてい
る。そのような商工業者が資金調達のために信用保証協会に相談しても、農業生産の部分は断られ
るケースがあり、その場合は信用保証協会からの紹介を受けて農業信用基金協会に再度相談しな
ければならないなど面倒な手順を踏んでいる。
国家戦略特区には、例えば、食品加工業者が果樹栽培を営む場合、果樹栽培にかかる資金を借りる
際に信用保証協会の保証を受けられる「国家戦略特別区域農業保証制度」がある。商工業者の農業
への参入促進と農業の成長産業化を図るため、この制度を全国展開する必要がある。

（注）本保証制度は、国家戦略特区である新潟市、養父市のみで実施している。

日本商
工会議
所

経済産
業省

　現在、中小企業信用保険においては、農業は対象となっていません。
　このような中、「国家戦略特区における規制改革事項等の基本方針」
（平成２５年１０月１８日日本経済再生本部決定）において、（商工業とと
もに行う）農業への信用保証制度の適用が規定されました（アグリ特区
保証制度）。これを受け、現在、国家戦略特区内（新潟県新潟市、兵庫
県養父市及び愛知県）で農業ビジネスへの信用保証が実施されていま
す。
　中小企業庁では、当該アグリ特区保証に係る代位弁済による信用保
証協会の損失の一部について、全国信用保証協会連合会に設置して
いる基金から補填をしているところです。
　なお、「本保証制度は、国家戦略特区である新潟市、養父市のみで
実施している。」と注書きされていますが、平成28年4月からは、愛知県
常滑市でも実施されています。

○中小企業信用
保険法
○国家戦略特別
区域法

その他

国家戦略特区におけるアグリ特区保証制度は、新潟県新潟市においては平成２７年１月に、兵
庫県養父市においては平成２７年２月に、愛知県常滑市においては平成２８年４月にそれぞれ
取扱いを開始している。
　国家戦略特区以外における商工業とともに農業を営む中小企業者の農業の実施に必要な事
業資金を信用保証の対象に追加するか否かについては、国家戦略特区での実績等を踏まえ、
順次検討していきたいと考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

280720019
28年

5月11日
28年

6月8日
28年

7月20日

外国人技能
実習制度につ
いて、介護分
野や観光分
野（フロント業
務やレストラ
ンサービス業
務）を対象職
種に追加する
こと

【要望内容】
外国人技能実習制度における技能実習対象職種への介護分野および観光分野（フロント業務やレス
トランサービス業務）の追加

【理由】
高齢化の進行によって、2025年度には、我が国において介護に携わる職員がおよそ38万人不足する
と推計されている。平成28年２月５日閣議決定の「産業競争力の強化に関する実行計画」で、「介護
の対象職種追加に向け、質の担保など、 介護サービスの特性に基づく要請に対応できるよう具体的
な制度設計を進め、技能実習制度の見直しの詳細が確定した段階で、介護サービスの特性に基づく
要請に対応できることを確認の上、新たな技能実習制度の施行と同時に対象職種への追加を行う。」
と記載されているが、これを早急に行うことが求められる。
また、わが国の観光分野における人材確保に資するとともに、開発途上国等の人材に日本の優れた
ホスピタリティを身に付けてもらうことで、日本の「おもてなし」文化を世界に広めることにも繋がること
から、外国人技能実習制度の対象職種に、フロント業務やレストランサービス業務などのホテルス
タッフ業務を加える必要がある。

日本商
工会議
所

法務省
厚生労
働省
経済産
業省
国土交
通省

・技能実習制度は、技能等の開発途上国等への移転による国際貢献
を目的とする制度であり、日本の労働力不足を補うための制度ではあ
りません。

・技能実習の対象職種については、関係業界内の合意や業所管省庁
の同意を得た上で、
①同一の作業の反復のみでないこと、
②送出し国の実習ニーズに合致すること、
に加え、
③技能等を評価できる技能実習生向けの試験制度が整備されている
こと
といった要件を満たす必要があります。

・このうち、③については、具体的には、業界団体が中心となって、技能
等を評価できる技能実習生向けの試験制度等をつくる必要がありま
す。

・なお、技能実習の適正な実施等を図る観点から、制度の抜本的な見
直しを行い、第１８９回国会に「外国人の技能実習の適正な実施及び技
能実習生の保護に関する法律案」を提出し、継続審議となっているとこ
ろです。

出入国管理及び
難民認定法第２
条の２，第７条第
１項第２号，第２０
条の２，施行規則
第３条，別表第
二，第7条第1項
第2号の基準を定
める省令，第２０
条の２第２項の基
準を定める省令
技能実習制度推
進事業運営基本
方針　Ⅱ各論　２
対象技能等(2)，
別表

・検討に
着手（介
護の職種
追加につ
いて）

・その他
（ホテルス
タッフ業務
の職種追
加につい
て）

・外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加するご提案については、平成28年2月5日
閣議決定の「産業競争力の強化に関する実行計画」（2016年版）にあるとおり、介護の対象職
種追加に向け、質の担保など、介護サービスの特性に基づく要請に対応できるよう具体的な制
度設計を進め、技能実習制度の見直しの詳細が確定した段階で、介護サービスの特性に基づ
く要請に対応できることを確認の上、新たな技能実習制度の施行と同時に対象職種への追加
を行うこととしています。

・ホテルスタッフ業務を技能実習制度の職種に追加することについては、移転すべき技能として
ふさわしい職種であるかどうかを検討する必要がありますので、この点を整理いただいた上で、
御相談ください。

【総務省】
　消防法第11条第１項において、消防法上の危険物を一定の量以上貯
蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造又は設備の変更をしようとする者
は、消防法に基づき、変更許可申請書を市町村長等に提出し、変更の
許可を受けなければなりません。
  消防法第11条第１項に基づく危険物施設の設置・変更の許可の標準
処理期間については、「消防法等に関する行政手続法施行上の留意
事項（平成６年９月28日付通知）」において、「申請に係る危険物施設の
種類、規模、各団体の実情に応じて設定されたい。」とされています。

【総務省】
消防法第11条、
危険物の規制に
関する政令第７
条

【総務省】
対応不可

【総務省】
　消防法第11条第１項に基づく危険物施設の変更許可に係る事務については、市町村長等が
実情に応じて適切に実施するものであり、消防庁において標準処理期間を明示すること等は困
難です。

【経済産業省】
高圧ガス保安法では、圧縮、液化その他の方法で処理することができ
るガスの容積が一日百立方メートル以上である設備を使用した高圧ガ
スの製造の許可を受けた者は、製造のための施設の位置、構造若しく
は設備の変更の工事をし、又は製造する高圧ガスの種類若しくは製造
の方法を変更しようとするときは、製造施設等変更許可申請書に変更
明細書を添付して、都道府県知事に提出し、許可を受ける必要があり
ます。

【経済産業省】
高圧ガス保安法
第１４条

【経済産
業省】
現行制度
下で対応
可能

【経済産業省】
標準処理期間については都道府県が決めることになりますので、都道府県にお問い合わせい
ただければと思いますが、高圧ガス保安法に係る変更工事の許可申請に際し、複数官庁間に
またがり調整が必要なものや許可に長い時間がかかっている事例について承知すべく、御提
案者からお話をうかがいたいと考えています。

【国土交通省】
港湾法第37条第1項において、港湾区域内の水域を占用しようとする
者は、港湾の開発、利用及び保全に支障が生じないようにするため、
港湾管理者の許可を受けなければならないとされております。占用許
可については、自治事務に関わる権限であることから、各港の実情を
踏まえて各港湾管理者が条例を規定し、当該条例に基づいて事務の
執行をしております。
なお、港湾法第37条第1項に関する審査基準として、「行政手続法にお
ける審査基準等の設定について」（平成6年9月16日付　港管第2078
号）により、標準処理期間を原則20日以内とする技術的助言を港湾管
理者に行っております。

【国土交通省】
港湾法第37条第
1項

【国土交
通省】
対応不可

【国土交通省】
港湾法第37条第1項における港湾区域の水域の占用許可に係る事務については、港湾管理者
が条例に基づいて適切に実施するものであり、港湾局において標準処理期間を明示すること
等は困難です。

　危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港則法第２３条第１項に基
づき、港長の許可を受けなければなりません。

港則法第23条

　海上交通安全法の航路又はその周辺海域で、桟橋の増強工事を行
う場合、海上交通安全法第30条に基づき、海上保安庁長官の許可を受
けなければなりません。
　港則法が適用される港内又は港の境界付近で、桟橋の増強工事を
行う場合、港則法第31条に基づき、港長の許可を受けなければなりま
せん。

海上交通安全法
第30条、港則法
第31条

281031001
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

桟橋出荷能
力増強のため
の「危険物専
用岸壁変更
承認手続き」
の簡素化

昨今、危険物を輸送するための船舶の大型化が進んでおり、従来の桟橋の設計基準に基づき許可さ
れた制限値を越えるサイズの船が増えてきている。
そのため、桟橋の着桟制限を引き上げるために、増強工事を行う場合、
1)水域専有面積変更のため、港湾法に基づく港湾事務所への申請
2)険物専有岸壁変更のため、港則法に基づく海上保安部への申請
3)海域における工事のため、海上交通安全法に基づく海上保安部への申請
4)出荷配管の変更があれば、消防法上の危険物の場合は市消防への申請
5)出荷配管の変更があれば、高圧ガス保安法上の高圧ガスの場合は都道府県への申請
が必要となってくる。
申請先が複数官庁に渡り、許可が下りるまでの期間も長期に亘ること、また、それぞれの申請に対す
る許可が同時期に下りないことにより、工事着工に遅れが生じる等の実害が生じている。

そのため、危険物専用岸壁の工事等にかかる各申請手続きについて、
１．申請から許可が下りるまでに要する標準的な期間を明示すること。
２．複数官庁間での調整が必要な場合、現実的な範囲で、行政当局間で事前協議を行うこと。
３．許可に時間を要する場合は、申請者に対しその理由を適時通知すること。
を要望する。

石油化
学工業
協会

総務省
経済産
業省
国土交
通省

　

現行制度
下で対応
可能

　港則法２３条第１項に基づく危険物の積込等の許可又は海上交通安全法第30条若しくは港
則法第31条に基づく工事・作業許可の申請があった場合における、ご要望の事項については、
以下のとおり対応しているところです。

　１．行政手続法第６条に基づき、申請受付から許可が下りるまでに要する標準的な期間を定
め、海上保安庁ホームページで明示しております。
　２．行政手続法第11条第２項に基づき、必要に応じ、複数行政庁間で相互に連絡をとるなど、
審査の促進に努めております。
　３．行政手続法第９条第１項に基づき、申請者の求めに応じ、審査の進行状況及び許可に要
する期間の見通しを示すよう努めております。

引き続き、行政手続法に基づいた対応を徹底してまいります。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281031003
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

保安講習の
開催数の増
加や受講期
限の延長につ
いて

高圧ガス保安法に基づく第一種製造者は、法令上、保安係員、保安主任者、保安企画推進員を、選
任した日から６ヶ月以内（保安係員、保安主任者は免状の交付から一定期間が過ぎている場合）に初
回の保安講習を受けることとなっているが、講習が約半年に１回しか開催されておらず、選任時期に
よっては、６ヶ月以内の受講が難しい、又はできないケースが生じる。
保安係員及び保安主任者に任命される者は、過去（３年以上前）に免状を取得しているケースが大半
であり、任命されてから６ヶ月以内の保安講習を受けることが必須である。

1)保安係員講習は、千葉県の場合７月に２回、１月に２回開催されているが、他都道府県においても
ほぼ同時期に１回ないし２回開催されており、募集期限は開催の１ヶ月前～１．５ヶ月前となっている
ことから、実質的に他地区での受講を考えても７月と１月の２回となる。
そのため６ヶ月以内の受講の機会は実質１回である。（通年各地で実施されている訳ではない。）
2)A社の場合、保安係員は、班長及び班長代行、 保安主任者は、係長もしくは課長が任命されてい
る。新たに保安係員講習を受ける必要がある人員は、約２０名程度/年となっている。

担当するプラントによっては定期修理時期と重なること、また他地区講習会でもほぼ同時期の開催と
なるため、結局は定期修理等の期間中であっても、人員のやりくり、各人の予定変更により受講を
行っているのが実態であり、負担が重い。
保安主任者講習及び保安企画推進員についても、開催時期が夏と冬であり、保安講習と同様となっ
ている。

そのため、高圧ガス保安法に基づき選任する保安係員、保安主任者、保安企画推進員の保安講習
の開催頻度を増やすことを要望する。
それが困難であれば「６ヶ月以内」という規定を「１年以内の早期に」など、期限を延ばすこと。

石油化
学工業
協会

経済産
業省

高圧ガス保安法第２７条の２第７項及び第２７条の３第３項に基づき、保
安係員、保安主任及び保安企画推進員については、経済産業省令で
定める種々の時期において、高圧ガス保安協会又は指定講習機関が
行なう高圧ガス災害防止に関する講習を受けなければならないことに
なっています。
現行の仕組みにおいては、高圧ガス保安協会において、毎年度、全国
の講習開催日程等に係る計画を策定し、それらの講習を計画的に実施
しています。

高圧ガス保安法
第２７条の２第７
項、第２７条の３
第３項、一般則
第６８条、液石則
第６６条、コンビ
則　第２７条

現行制度
下で対応
可能

講習がほぼ同時期の開催となっているとのご指摘を踏まえ、高圧ガス保安協会において、全国
の講習開催日程等に係る計画を策定する際に、他の事業者等への影響などにも配慮しつつ、
各ブロックにおける開催日程ができるだけ重複しないようにするなどの措置について検討しま
す。

　

281031002
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

事業所統合
時の自衛消
防設備の設
置基準の合
理化

コンビナートの事業所を統合する場合、法的には地区が異っていても、地区を合わせて一つの事業
所とみなされるが、自衛消防設備の給水栓送液能力設置基準については、それぞれの地区に事業
所全体で必要な設備能力が求められている。
また、事業所の敷地面積が100万m2を超える場合、施設地区の配置に関する省令第12条第五号で
は12m幅員通路にて、敷地を概ね四分割以上にするよう通路を配置することが求められている。

独立していた事業所が操業後に統合する場合、屋外給水設備は事業所毎に設計思想が異なってい
るため（給水栓配管の圧力等）、それぞれの事業所の給水栓配管を単純に接続して相互乗り入れす
ることは困難。
そのため、地区毎に必要とされる送水能力以上の消防設備を設置しなくてはならず、地区によっては
過剰な設備の設置を求められ、企業間連携、事業所統合の際に自衛消防設備が大きな事業所に引
きずられ過剰負担となる。

また、隣接する事業所A(95万m2)と事業所B(65万m2)を統合しようとした場合、敷地面積が100万m2を
超えるため、四分割以上への敷地分割規制を受けて、12ｍ幅員の通路を新たに設置することが求め
られる。
このとき事業所Bは幅員が12ｍ以上（実質幅員14m）あり、敷地を分割する通路とすることができる
が、事業所Aは事業所Bよりも敷地面積が大きいものの、既存の特定通路は最大で10m幅員の通路
しかなく、敷地を四分割するためにこれらの特定通路を拡幅することは、製造施設等の配置上から難
しいケースがある。

コンビナートの事業所統合時の自衛消防設備の設置基準について、次の方法を認めることを要望す
る。
1)消火用屋外給水施設は、事業所内の地区毎に法規制適合を判定できるようにする。
2)統合後の敷地面積が100万m2以上となっても、
・統合前事業所が、各々一端が直接公共道路に接している幅員12ｍの特定通路を保有していること
・事業所間を消防車両が自由に往来することができる連絡通路を境界線沿いに確保すること
・統合前の敷地境界を挟んだそれぞれの事業所の製造施設間距離が12ｍ以上あり、製造施設の消
火活動に支障がない場合は、12ｍ幅員特定通路同等の機能を持っているものとすること
により、四分割と同等とみなすこと。

石油化
学工業
協会

総務省
経済産
業省

１）石油コンビナート等災害防止法第16条では、「特定事業者は、その
特定事業所ごとに、自衛防災組織を設置しなければならない」とされて
います。
　　当該自衛防災組織には、その業務を行うために必要な防災資機材
等を備え付ける必要がある（同条第４項）ため、石油の貯蔵・取扱量や
高圧ガスの処理量、保有する施設及び設備等の種類に応じて、新たに
消防車両の台数や必要防災資機材を算定し直すこととなります。
　消火用屋外給水施設については、特定事業者がその特定事業所に
係る自衛防災組織に大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消
防車、小型消防車又は大型化学高所放水車（以下「大型化学消防車
等」という。）を備え付けなければならない場合に、消防車用屋外給水
施設として車両台数に応じた施設を備え付けなければならないとされて
います。（省令第7条）
　またその能力の基準は、当該特定事業所の自衛防災組織に備え付
けなければならない大型化学消防車等の放水能力の合計に、当該大
型化学消防車等のうち放水能力が最大の大型化学消防車等の放水能
力を加算した放水能力により120分継続して放水することができる量の
水を供給できることとなっています。（省令第8条）
　

 ２）「石油コンビナート等災害防止法の運用について」（平成１１年８月１
７日付 消防特第１４３号、平成１１・０８・１１立局第３号）の第１におい
て、レイアウト規制対象事業所に他事業所を統合する場合、統合され
る複数の事業所のうち一の事業所に関して、他の統合される事業所が
増設されるものとして届け出るべきものとするとされており、この届出に
係る計画については、実質的な変更がないことに鑑み、原則として、法
第８条に基づく指示は行わないものとするとされています。
　ただし、変更届には、統合後の配置図を添付していただくこととなって
おり、消防庁としては、適法部分を確認するため、その配置図に法令に
適合していない通路等を明確に示していただいているところです。

石油コンビナート
等災害防止法第
2条、第15条、第
16条、石油コンビ
ナート等災害防
止法施行令第７
条、第８条～第１
０条、第１６条第
二項及び第四
項、石油コンビ
ナート等における
特定防災施設等
及び防災組織に
等に関する省令
第８条、石油コン
ビナート等特別防
災区域における
新設事業所等の
施設地区の配置
等に関する省令
第１２条

1) 対応不
可

2) 現行制
度下で対
応可能

１）　要望の具体的な内容が明らかでないが、一般論としてお答えすると、消火用屋外給水施
設については、当該事業所の自衛防災組織に大型化学消防車等を備え付けなければならない
場合に設置が義務付けられています。
　当該大型化学消防車等を含む防災資機材は、自衛防災組織が、事業所全体における災害
の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行うために設置を義務付けており、事業所内
のすべての消火用屋外給水施設において、保有する大型化学消防車等が有効に活動できる
だけの放水能力が必要になります。
　一方、代替措置として、当該特定事業所の自衛防災組織に備えなければならない大型化学
消防車等のうち最大の放水能力を有するものにより、120分継続して取水することができる量の
水を常時取水することができる河川等が省令第9条第1項の規定による消火栓等を設置すべき
位置にある場合において、市町村長が適当と認めたときは、当該箇所に消防車用屋外給水施
設の消火栓等が設置されているものとみなす（省令第12条）等の対応も可能なので、具体的な
計画内容を市町村長とよく相談してください。なお、必要に応じて消防庁に相談していただくこと
も可能です。

２）A社とB社が統合した場合でも、施設地区や連絡導管等に変更がない場合は、「石油コンビ
ナート等災害防止法の運用について」（平成11年8月17日付 消防特第143号、平成11･08･11立
局第3号）により、法第8条の指示は行わないこととしており、統合後に直ちに現行法令に適合さ
せることを求めてはいないことから、現行法令で対応可能と考えております。

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281031004
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

高圧ガス認定
事業所の一
体運営の要
件緩和

A社では、高圧ガス保安法に基づく認定事業者として、保安管理部門、設備管理部門、運転管理部門
の三部門長を選任しなければならないが、高圧ガス保安協会による現地審査を受ける際、事業所が
河川等で複数の地区にエリア分けされる認定事業所における部門長の兼務が認められないため、各
地区毎に三部門長を選任している。

告示では部門長の兼務について、他の担当部門長との兼務は禁止されているが、同一の部門長の
兼務禁止は定めがない。
類似制度として、ボイラー開放検査周期認定があるが、河川等でエリア分けされていても一つの事業
所であり、地区分けされていないため地区毎の部門長選任は不要となっている。

そのため、高圧ガス保安法に基づく認定事業者として、同一の保安統括者の下であれば、河川等で
エリア分けされた認定事業所については、各事業所の部門長について部門内の兼務を可能とする。
（同一部門であれば複数地区の兼務を認めることとする。運転管理部門であれば、第１地区、第２地
区、第３地区の運転管理部門長を兼務可能とする。）

石油化
学工業
協会

経済産
業省

経済産業省告示には、認定事業者の保安管理部門、設備管理部門、
運転管理部門の三部門長は他の部門の長を兼任することは認められ
ない旨定められていますが、同一の部門長の他事業所との兼務につい
ては特段定められていません。

コンビナート等保
安規則（昭和６１
年通商産業省令
第８８号）別表第
５上欄二、別表第
７上欄二の規定
に基づき経済産
業大臣が定める
基準を定める告
示（認定完成検
査実施者及び認
定保安検査実施
者の認定に係る
事業所の体制の
基準を定める告
示）第十条２項第
１号イ（１）

事実誤認
河川等でエリア分けされた認定事業所において、同一部門長の兼任の例はあります。事業所
内で保安、設備、運転を管理する長が複数の事業所の長を兼任することは可能です。

　

281031005
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

認定保安検
査･完成検査
実施者の優
遇措置等

高圧ガス保安法に基づく、認定完成検査実施者による特定変更工事箇所の完成検査について、現
状では都道府県知事に完成検査記録を届け出た後に施設の使用が認められている。
しかし、休日に窓口が閉庁していることで、完成検査記録の届出が受理されないがために、施設が使
用できず生産ロスが生じている。
これを、認定完成検査が合格した時点で特定変更工事個所の使用が認められれば（完成検査記録
が事後届出の扱いとなれば）、工事によっては完成検査後、即運転が可能となって生産ロスの低減
が図られる。

そのため、認定完成検査記録の受理ではなく、届出の提出をもって使用開始を可能とするよう、都道
府県と調整し、以下の措置を要望する。
・認定完成検査が合格した時点で、完成検査記録の届出前でも、変更工事個所の使用が認めらるよ
うにする。（完成検査記録の事後届出の扱い）
・もしくは、電子届出を受理できるシステム等の構築により、夜間、休日であっても届出ができる体制
とする。

石油化
学工業
協会

経済産
業省

高圧ガス製造のための施設等の変更の工事を完成したときは、高圧ガ
ス保安法第20条第3条第2号により、自ら特定変更工事に係る完成検
査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者（以
下「認定完成検査実施者」という）が、検査の記録を都道府県知事に届
け出た場合は、当該施設の使用が可能となる。

高圧ガス保安法
第２０条第３項第
２号、第３９条の１
１第１項、コンビ
ナート等保安規
則　第４９条第１
項、行政手続法
第２条７号、第３７
条

現行制度
下で対応
可能

届出は、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が提出先機
関の事務所に到達したときに、手続き上の義務が履行されたものとなっています。「事務所に
到達したとき」とは、物理的に到着し、了知可能な状態に置かれる時点をいい、提出先機関の
受付印の押印等がなされることを要しないとされています。例えば郵送であれば届いたことが
確認された時、電子メールであれば電子メールサーバーにメールが受信されてファイルに記録
された時等と考えられます。詳細は都道府県にご確認ください。
なお、認定完成検査が合格した時点で（届出が行われる前に）施設の使用を認めることについ
ては、上記届出に関する定義や、高圧ガス保安法の原則から鑑みると、難しいと考えます。

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281031007
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

高圧ガス保安
法耐震告示
の規制緩和

高圧ガス設備の耐震設計基準について、
(1)適用範囲となる配管の外径を、80mm以上あるいは120mm以上（可能であれば160mm以上が望ま
しい）とする。
(2)適用範囲となる配管を、重要度Ia、I以上の配管のみとする。
(3)評価対象となった場合、告示で定める計算上の耐震評価以外に、「配管系耐震診断指針」※によ
り対策要否を判断する方法も認める。
（※高圧ガス保安協会 平成20年3月、高圧ガス設備配管系耐震診断マニュアル）
を要望する。

＜理由＞
「高圧ガス設備等耐震設計基準」（経済産業省、告示第515号、S56.10.26）第1条の2 にて耐震設計に
関する配管の適用範囲は「外径が45mm以上かつ内容積が3m3以上のもの」と定められている。また
同告示各条にて評価方法も定められている。
これに関し、
(1)安全性が担保されることが前提と認識しているが、耐震設計対象として配管が追加された平成9年
から20年が経過しているため、その後の地震発生時の実績を踏まえ、適用範囲を再検討するよう要
望する。
(2)「既存の高圧ガス設備の耐震性向上対策について」（平成26年5月21日付20140519 商局第1号、
商務流通保安審議官より各都道府県知事宛て）における既存高圧ガス設備に関する耐震対策範囲
の考えを、新設設備にも適用することを要望する。
(3)簡易な評価方法も認めることにより、迅速な評価を可能とする。

要望が実現した場合、安全性を担保しつつ、耐震対策に関する経済的負担を軽減でき、新規設備投
資等の実現性が増す効果がある。

石油化
学工業
協会

経済産
業省

高圧ガス設備等耐震設計基準では、高圧ガス設備に係る地盤面上の
配管で外径が４５ミリメートル以上のものが対象となります。また、重要
度（Ⅰa、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）は耐震設計構造物の設計の際の係数の1つとして
用いられているもので、３つの要素（①高圧ガスの種類、②運転状態に
おける内容物の重量、③塔槽類又は配管の外面から当該耐震設計構
造物が設置される事業所の境界線までの距離）の組合せにより決定さ
れます。
対象となる配管系（配管及びその支持構造物）については、基準に基
づき、通常の運転状態における設計地震動に関する応答解析を行い、
算定応力が耐震設計用許容応力を超えないことを確認するよう規定し
ています。
なお、配管系については、平成10年4月1日以降に新設又は変更の工
事を行うものが対象となります。

高圧ガス設備等
耐震設計基準
（昭和56年10月
26日通商産業省
告示第515号）

対応不可

今後、大きな地震が発生する可能性も指摘（東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対
策に関する専門調査会報告（中央防災会議）等）されていることからも、現在の基準は維持する
ことが適切であると考えます。また、ご提案されている配管系耐震診断指針は、耐震設計基準
が適用されない既存の配管の耐震性能がどの程度であるかを簡易に診断する方法を示してい
るものであり、新設される配管は高圧ガス設備等耐震設計基準に基づいて設計計算をすること
が適切であると考えます。

　

281031006
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

法定検査周
期の例外運
用

２年以上の自主保安認定を受けている事業所において、他の事業所との設備集約や事業再編等の
構造改革に伴い、他の事業所の設備の停止時期と自らの設備の停止時期とを合わせる必要がある
場合、２年以上の連続運転を行っている設備以外の設備の
1)安全装置の作動検査周期
2)高圧ガス設備の気密性試験周期
（いずれも１年以内に検査が必要）について、最大３ヶ月を目安とした期間延長を認める特例制度の
制定を要望する。

＜理由＞
高圧ガス保安法に基づく保安検査の時期は、コンビナート等保安規則第３４条で１年に１回と定めら
れており、原則として全ての設備を停止して都道府県による保安検査を受検する必要がある。
一方で、本社や事業所の組織体制等の要件を満たした事業所に対しては、法第３５条等により、保安
検査を自主検査によることができるとする自主検査認定制度が設けられており、この場合最大４年間
の連続運転が可能となっている。
構造改善を実行し、停止時期の変更を余儀なくされる事態が発生する場合、数ヶ月の期間延長のた
めに運転中検査が行えるようにする（認定を受ける）には多額の投資が必要であり、このタイミング以
外では二度と必要とされない投資になりかねない。
元来、２年以上の自主保安認定を得ている事業者であれば、後述する方策で、安全担保には十分で
あると考える。

【安全担保の方策】
1)安全装置の作動検査周期
保安検査基準の6.2.2作動検査では、検査周期が前回の検査から２年以内、４年以内と認められてい
る種類の安全弁がある。
但し、この種類の安全弁は、２年以上の自主保安認定を得た当初から検査周期の延長が認められて
いる訳ではなく、認定を得た事業者が、過去の検査成績等を自ら評価し、それを高圧ガス保安協会
が認めれば１年を超える期間が認められるのが、実質的な運用である。
今回の特例も、２年以上の自主保安認定を得ている事業者が、過去の検査実績等を自ら評価し、高
圧ガス保安協会が認めた場合に、最大３ヶ月を目安とした延長を認めるものとする。

2)高圧ガス設備の気密性能試験の周期延長
延長期間中は通常の運転条件（圧力・温度・レベル・物性等）の変更を行わず、且つ設備の変更も行
わない。
また、日常点検している圧力・温度・レベル等の点検頻度を通常の２倍以上にし、監視体制を強化す
ることによって、最大３ヶ月を目安とした延長を認めるものとする。

石油化
学工業
協会

経済産
業省

第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがあ
る製造のための施設について、定期に、都道府県知事が行う保安検査
を受けなければならないとされています。ただし、認定完成検査実施者
については、検査の記録を都道府県知事に届け出た場合は、この限り
ではないとされています。
また、都道府県知事が行う保安検査は一年に一回行うこととされてい
ます。

コンビナート等保
安規則　第３４
条、第３５条

検討に着
手

経済産業省では、産業保安のスマート化の一環として、高圧ガス保安法令の見直しに取り組ん
でいるところであり、保安検査の実施期限についても、前回の検査の日から一年を経過した日
（検査基準日）前後において猶予期間をおく旨の検討を行っております。

　



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

　※「規制改革会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：規制改革会議の各ワーキング・グループで検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するもの除く。）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
措置の
分類 措置の概要（対応策）

規制改革
会議に
おける再検
討項目

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

管理番号 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

281031008
28年

7月28日
28年

8月18日
28年

10月31日

超高圧ガス設
備に関する規
制緩和

高圧ガス保安協会にて委託検査などの手続きにより、使用する材料に関して、その材料が従来の材
料よりも優秀である場合は『採用材料が従来品と同等以上である』ことを判定する制度の新設を要望
する。

＜理由＞
高圧法ポリエチレンプラントに代表される超高圧設備（通常100MPa以上）に関しては、経済産業大臣
の特別認可（特認）を要する設備として、又は高圧ガス保安協会長の事前評価を要する設備として、
高圧ガス保安協会による評価を受けることになっている。

しかし、この高圧ガス保安協会による評価に極めて長い時間（6ヶ月オーダー）がかかり、また機器
メーカーやポリエチレンメーカーの検討と申請書類作成に膨大な時間がかかっている。
このような現状では、国際的な競争に脱落すること必至である。
この膨大な検討および書類作成時間は高圧ガス保安協会の「超高圧ガス設備に関する基準」を全項
目検討することより発生する。

高圧法ポリエチレンプラントの保全の現場では、設備設置時に超高圧設備に使用していた材料
（AISI4040Hなど）の入手が難しく、形状や設計条件を変えずに材質のみを変更して設備の更新や部
分更新をしたい場合が多い。
これは、材料メーカーがより優秀な（強度、組成等において）材料を開発し、販売しているため、従来
の材料が入手困難になっているのが一因である。
このように、既存設備より優秀な材料を採用した場合においても、前記の通り、特認、又は事前評価
を行うために膨大な検討及び書類作成を一から行う必要が発生している。

石油化
学工業
協会

経済産
業省

高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するためには設計の検
査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要な設備
（特定設備）のうち、特殊な設計による特定設備について経済産業大臣
の認可を受けた場合は、技術上の基準の特例が認められています。ま
た、その申請を行う際には、高圧ガス保安協会会長が事前に行う技術
上の評価の結果を添付しなければならないとしています。

特定設備検査規
則　第５１条、高
圧ガス保安法に
おける経済産業
大臣特別認可申
請手続きについ
て（内規）

事実誤認

超高圧設備等の特定設備は「高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するため、設計の検
査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要な設備」と定義されており、安
全性について十分に確認する必要があります。
高圧ガス保安協会による評価にかかる時間は、例えば直近５年間の高圧法ポリエチレンプラン
トの超高圧設備に係る特定設備の場合、申請受理から評価書発行まで約１カ月程度となって
おります。評価に長い時間がかかっている事例があれば、具体的にご相談ください。
今後とも国際環境にも配慮し、速やかな評価に努めて参りたいと考えております。
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